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第五  

令和 2年度 事業計画案 

 

 

令和 2 年度も、当財団の設立目的に則り、動物衛生、延いては公衆衛生に寄与するた

めに以下のような事業を展開していく。 

 

１. 畜水産科学に関する研究、発明及び調査 

 

(1) 研究 

ア. アユ冷水病不活化ワクチンの開発に関する研究 

前年度に引き続き、失活型コラゲナーゼと冷水病菌の菌体の混合ワクチンを用い、

ワクチン効果を実証できる試験系の確立を目指す。ただし、前年度は菌体成分とし

て用いたのは SG08 株をのみであったが、令和 2 年度においては SG08 株及び PH0424

株を用い、これら 2 株と失活型コラゲナーゼを混合したワクチンとする。 

 

イ. ヒラメのスクーチカ症に関する研究 

スクーチカ繊毛虫の培養法及び凍結保存法がほぼ確立したので、新たに分離され

た最新の流行株 2 株を用いて培養及び凍結保存を行い、またこれらで試作ワクチン

を作製してヒラメでの試験を実施する。 

 

(2) 調査 

外部機関に当財団職員を派遣し、上記「（1）研究」に関する調査及び情報交換を行

う。また、その他畜水産業の現場において問題となっている疾病等についても調査及

び情報交換を行う。 

 

２. 畜水産科学に関する技術者の養成及び知識の普及 

 

(1) 学会、研究会等への参加  

獣医学、公衆衛生学及び水産学等に関係する学会、研究会等に当財団職員を参加さ

せる。 

 

(2) 講習会等への講師の派遣 

所外から講習会の講師として職員派遣の要請があれば、これに応える。 

 

(3) 所内セミナーの開催、見学の受け入れ 

研究者、学生、獣医師会等の所外の者を受け入れセミナーの開催、所内見学を行う。 

 

(4) 所内研究会の開催 
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所内研究会を開催して当財団職員を参加させ、所内研究・共同研究の成果及び話題

になっている学術情報について紹介し、討論を行う。 

 

３. 微生物学の研究並びにその成績に基づく畜水産用、愛玩動物用及び野生動物用の生

物学的製剤及びその他医薬品の製造 

 

上記「１. 畜水産科学に関する研究、発明及び調査」の「(1) 研究」の研究に供す

るための試作ワクチンを製造する。 

 

４. 人と動物の共通感染症の予防のための動物衛生の研究、調査及びそれを基にした公

衆衛生知識の普及啓発 

 

狂犬病についての知識及び狂犬病予防注射の普及に関する啓発のため、啓発用リー

フレット及びポスターを作成し全国の獣医師会等に配布する。 

 

５. 研究、発明及び調査の成績を公にするために、内外での発表会の開催、印刷物の刊

行またはホームページ等への公表 

 

所内での研究及び外部組織等との共同研究の成果等を、学会、研究会及び学術誌等

において公表する。 

 

６. 特定事項の研究の受託 

 

外部組織等から動物衛生及び公衆衛生に関する病性鑑定・試験検査の委託、菌株等

研究材料の譲渡依頼があればこれを受託する。 

 

７. 畜水産科学に関する研究の助成、及び補助事業 

 

引き続き宮崎大学農学部吉田照豊教授、鹿児島大学共同獣医学部動物衛生学分野小

澤真准教授及び愛媛大学沿岸環境科学研究センター北村真一准教授に対する研究の助

成を行う。 

また、引き続き滋賀県水産試験場及び神奈川県水産技術センター内水面試験場に対

しする研究委託を行う。 

 

 


